
選挙公約で出現「食料品消費税ゼロ」 

 先の衆議院選挙で争点の１つになった

「飲食料品について時限的に消費税をゼロ

にする」という政策については、そもそも

の財源、非課税取引（仕入税額控除ができ

ない）にするのか免税取引にするのか、は

たして景気や家計に本当に良いのか等、市

井では様々な議論を巻き起こしています。

国会での議論にも大いに注目したいところ

ですが、SNS上では大喜利的な話題も多く、

「高級車付きのガムなら消費税ゼロか」等の

揶揄もあるようです。 

 

食玩についての消費税はすでに結論済み 

 おまけにおもちゃ等がついてくる食品や

飲料の商品形態は「食玩」と呼ばれ、長年愛

されているものですが、実は現行の軽減税

率8％を導入する際に、食玩についての消費

税課税ルールを国税庁が通知しています。 

①税抜価格が 1 万円以下であること 

②価格のうち、食品の割合が 3 分の 2 以上

であること 

この２つを満たしている場合のみ、軽減

税率 8％が適用されます。 

 よって「高級車付きガム」は現行ルール

を踏襲するのであれば、飲食料品消費税ゼ

ロの改正があったとしても消費税はかかっ

てきます。 

 なお、ほとんどの食玩については各メー

カーとも「お菓子付きの玩具」という位置

づけでリリースしており、あくまでも「お

もちゃがメイン」になるため、消費税率は

10％となっているようです。 

 

飲食料品問題はあらかた決着している 

 標準税率を 10％、飲食料品は軽減税率で

8％という区分けを行った際に、国税庁は制

度に関する Q＆A を積み上げています。今回

飲食料品についての消費税をゼロにすると

いう改正を適用するのであれば、この積み

上げた Q＆A をベースに制度を整備するも

のと思われます。 

 そう考えると制度面的な課題はかなり少

なくなっているわけで、財源や社会全般に

与える影響を熟考する中で、「制度設計の煩

雑さ」は反対材料にはならない、消費税ゼ

ロに向けては好材料になっているのではな

いでしょうか。 
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飲食料品の消費税がゼロになったら･･･ 

食玩と消費税ゼロ政策 

良いことばかりじ

ゃないけど、悪い

ことばかりでもな

いね。 

mailto:info@str-tax.jp
http://www.str-tax.jp

